
11月5日（水）、国土交通省航空局 田口 芳郎 航空ネットワーク部長
に対し、現在検討中の「空港グランドハンドリング事業における適正
取引等推進のためのガイドライン（NEWS EXPRESS 27-11ほか
参照）」に関して、策定の意義や実効性を高める観点で重要と考える
６項目（「ガイドラインの策定目的は航空安全・運航安全を守ることに
あることを明記すべき」、「独占禁止法の適用について具体的に明記
すべき」など）を要請しました。田口部長からは「要請趣旨は十分理解
できるものも多く、より良いガイドラインを作り上げる観点から検討
させていただく」との受け止めが示されました。
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～策定の意義・実効性を高める観点で反映を！～

グラハン適正取引ガイドライン案に対して航空局に要請！

坂元 慎平

左から航空連合 玉那覇副事務局長、小林会長、田口航空ネットワーク部長
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